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会議の顛末

一般質問（１２月１１日）

議長（山根政彦）

皆さん、おはようございます。ただいまの

出席議員数は８人です。

定足数に達していますので、これより本日

の会議を開きます。

議事日程の報告

本日の議事日程はお手元に配布のとおりで

す。

日程第１

一般質問を行います。順次質問を許します。

２番、森田二郎議員。

議員（森田二郎）

皆さんおはようございます。２番、森田で

す。今回はマスタープランについて、部活動

の地域移行について、移住定住施策について

の３点を質問したいと思います。

さて、今回、臨時国会の予算委員会で能登

の復興、今後の地方創生の方向や具体策、そ

れらを支える国の財政はどうなっていくのか、

不安と期待の入り交じった気持ちで与野党議

員の質問に答えられる石破総理大臣の答弁を

聞きました。

今朝方の新聞には、厚生労働省が１０６万

の壁を取り除くことに了承したといったよう

な記事が載っておりました。これが国の経済

状況にどういう影響を与えるのか、そして、

地方経済にどういう影響を与えるのか、なか

なか想像がつきません。

地方交付税に頼らざるを得ない本町でも、

今後のまちづくりをより効率的・効果的にし

て、そして成果を上げていくため、一層の努

力が必要となると改めて感じています。そこ

で、最初の質問として町長が作成を計画して

おられるマスタープランについて伺います。

町長は若桜駅構内に跨線橋を建設するにあ

たり、マスタープランを作成すると述べられ

ました。常任委員会等でも度々答えられまし

たが、改めて第１０次総合計画や第２期総合

戦略との関わりも含め、プランが関わる範

囲・期間、作成が終了する時期、町政への位

置づけについて町長のお考えを伺います。

議長（山根政彦）

答弁を求めます。上川町長。

町長（上川元張）

おはようございます。森田二郎議員からマ

スタープランに関しまして、総合計画や総合

戦略との関わりも含め、マスタープランが関

わる範囲や期間、作成が完了する時期、町政

への位置づけについての考えを伺いますとの

ご質問です。

これまで常任委員会などでは、「マスタープ

ラン」という用語を「包括的な構想」くらい

の抽象的な意味合いで用いておりましたが、

内部で検討いたしまして、都市計画法上の位

置づけのもとで策定することが得策ではなか

ろうかと考えています。

すなわち、「マスタープラン」とは、都市計

画法第１８条の２の規定に基づいて策定をす

ると。概ね２０年～３０年くらいの中長期的

な計画で、市町村自らが定める「市町村の都

市計画に関する基本的な方針」、あるいは「市

町村の将来像を示す総合的な指針」として位

置づけられるものでございます。

その中には土地利用の基本方針や、道路と

か公園等の都市施設の配置方針、まちづくり

の方向性などを明らかにすることにより、人

口減少・少子高齢化社会においても、健康で

文化的な町民生活の確保や機能的な都市構造

の維持を目指していこうというものでござい

ます。

この「マスタープラン」は、町の方で策定

している総合計画や総合戦略などの上位計画

等との整合・調整を図りつつ、県が策定して

おります「都市計画区域マスタープラン」に



も即した形で策定する必要がございます。

本町の総合計画の計画期間は令和８年度ま

ででございますし、総合戦略の計画期間は令

和７年度までとなっております。従いまして、

まずは総合戦略の計画期間を延長することを

検討させていただきたいと考えております。

その後、令和７年度から令和８年度にかけ

て、次期総合計画と次期総合戦略、「マスター

プラン」の策定作業を並行して行いまして、

令和９年度から全ての計画をスタートさせる

という考え方を現時点ではしているところで

あります。

議長（山根政彦）

森田二郎議員。

議員（森田二郎）

先ほどから聞きますと、イメージとしては、

かなり広いものになってくるというふうに捉

えます。大きな、町としての、全体としての

都市計画プランですので。

たしかこの都市計画プランというのは、都

市計画法は１９９２年ぐらいに制定されて、

あと、２０００年ぐらいに改定されて、都市

計画区域マスタープランというようなことも

出てきたと思うんですけれども、色んなとこ

ろの、例えば、今私の手元にある資料では、

東京都の台東区であるとか、立川市のプラン

を見ると、非常に内容が濃くて、広いものに

なっています。

例えば、そこの地域の歴史から、やはり先

ほど言いました産業や、それからあとは生活

といったところも含めて、また地域、その地

形まで考えたプランが多く作成されているよ

うに思います。

常任委員会のお答えでは１年間ぐらいかけ

てということです。ですので、先ほどのお答

えですと、令和９年からのスタートというこ

とで、かなり練ったものになることは想像で

きます。

そこで、もう少しお聞きしたいところがあ

るんですけれども、この作成にあたって、常

任委員会でも少し出たと思うんですが、どう

いったメンバーが関わってこの作成をされる

のかっていうのは、少し興味のあるところで

す。

なぜかといいますと、よく作成されてる都

市なんかの中には、地域住民を巻き込んで参

画させて、地域でそのプランを立てていると

いうところもありますので、どういった方々

がこの作成にあたるのかということも併せて、

追加でお聞きしたいと思います。よろしくお

願いします。

議長（山根政彦）

答弁を求めます。上川町長。

町長（上川元張）

マスタープランの策定に際して、どういう

メンバーで検討していくのかというご質問で

ございますけれども、これにつきましては、

計画策定は来年度、再来年度、２か年ぐらい

かけてということでございますけれども、そ

の体制はこれから今年度末にかけてしっかり

検討していきたいと思っておりますけれども、

専門家の先生ですとか、町内の各種関係団体

の方ですとか、あるいは町民の皆さんの意見

を検討していただきながら、それを集約して

いく形で定めていくというような、そういっ

たざっくりとしたイメージを持っているとこ

ろでございます。

議長（山根政彦）

森田二郎議員。

議員（森田二郎）

マスタープランの内容というのは、必ずま

ちづくりの目的地に近いものにならなければ

ならないと思っています。その一部になるか

もしれませんけれども、ただマスタープラン



を作るのが目的ではないと思います。

マスタープランが１つの手段となって、ま

ちづくりに資していくということで考えてい

かなきゃならないと思うんですが、じゃあ、

そのマスタープランってどんな役割を果たす

のか。先ほど言いました位置づけについて、

もうちょっと分かりやすく。

例えば、ある地域では、マスタープランの

主な役割として４点ほど挙げておられる地域

があります。住民、企業、行政が共有すべき

まちの将来像を示す、これが１点目ですね。

２点目、まちづくりマスタープランに示す方

針を住民、企業、行政が共有し、各者が連携

して主体的にまちづくりに取り組んでいく。

３番目で、各分野の具体的なまちづくり、交

通や自然環境、防災などはまちづくりのマス

タープランに示す方針の下、お互いに連携し

て推進する。そしてほかの行政、つまり国・

県ですね、国・県の行政や企業、住民に対し

てまちづくりの協力を求めるよりどころとな

るというような４つぐらいの役割を担わせて

います。

まだ、具体的にはなっていないと思います

が、町長さんが一番役割として持たせたい、

マスタープランに持たせたいものは何かとい

うの、今現在考えておられるものについて、

もう一度お伺いします。

議長（山根政彦）

答弁を求めます。上川町長。

町長（上川元張）

このマスタープランに対して、どういった

ことを期待するかといいますか、そういった

お話だと思いますけれども、あくまで都市計

画法上の位置づけの中でやっていくというこ

とですので、都市計画区域、この若桜地区で

すね、池田のほうまで含めたという全町では

なくて、この都市計画区域内の整備というこ

とが１つ基本にはなってくると思っておりま

す。

その上で、例えば駅の周辺整備というとこ

ろからこの話は始まっておるところでござい

まして、駅周辺ですとか、あるいは重伝建の

選定から３年を過ぎますけれども、このにぎ

わいづくりをどうしていくかというようなこ

と。それから中之島公園のリニューアルのニ

ーズが出てきておりますので、そういったこ

とも含めてはどうかということと、その周辺、

こういったエリアの中に遊休施設が幾つか、

空き家も含めてございますので、そこをどう

いうふうに活用していくのかというような、

そういったことを盛り込んだプランにしてい

きたいというようなこと考えております。

議長（山根政彦）

森田二郎議員。

議員（森田二郎）

先ほどの答えでいきますと、駅周辺、いわ

ゆる宿内が中心になってくるという捉えでよ

ろしいんでしょうか。

例えば、若桜都市計画区域の若桜町の位置

づけっていうのが、県から出されているんで

すけれども、それについては氷ノ山を中心と

した山岳レジャー拠点として、また、定住拠

点としての役割を果たすとともに、付加価値

の高い農林産物の供給基地としての機能を持

つというようなことで発展方向が示してあっ

て、その位置づけについては氷ノ山を中心と

した山岳レジャー拠点と定住拠点というよう

な表記がなされています。

先ほどの町長さんのお話の中には、そうい

った都市計画区域についてのお話も出てきま

したが、こことの整合性としてではなくて、

もう少し狭い、もうちょっと狭めた、限定し

たマスタープランのイメージとして捉えてい

いでしょうか。

議長（山根政彦）



答弁を求めます。上川町長。

町長（上川元張）

あくまで都市計画区域内ということを基本

とするものでございまして、先ほどおっしゃ

ったような全町的な、例えば、氷ノ山方面の

活性化であったり、池田の活性化であったり

というのは、同時に策定を進めます総合計画、

あるいは総合戦略の中で位置づけを定めてい

くといいますか、策定をしていくということ

で考えております。

議長（山根政彦）

森田二郎議員。

議員（森田二郎）

ありがとうございました。しっかりとした

目的地があれば、目標が明確化しますし、そ

して計画も明確化してくると私は考えていま

す。そういったものをしっかりとこれから練

っていただいて、駅周辺の中心、または重伝

建も含めてということでしたので、そういっ

たものが、これからどういうふうに発展させ

られていくのかというのがイメージできるよ

うなプランを立てていただきたいと願って第

１番目の質問を終えます。

それでは２番目の質問に移ります。部活動

の地域移行についてです。文部科学省は中学

校の部活動指導を学校から地域へ移行するこ

とを進めています。これについて町内の現状

や生徒の実態、学園の意向を考慮して検討が

進められていると認識していますが、その進

捗状況と今後の方針を伺います。

議長（山根政彦）

答弁を求めます。盛田教育長。

教育長（盛田恭司）

おはようございます。先ほどの議員の一般

質問にお答えをいたします。文部科学省は、

中学校の部活動指導を学校から地域へ移行す

ることを進めています。町内の現状や生徒の

実態、若桜学園の意向を考慮して検討が進め

られていると認識していますが、進捗状況と

今後の方針について伺うとのお尋ねでござい

ます。

最初に、中学校の部活動についてでござい

ますが、部活動は、生徒の人間形成など教育

的意義が高いことから、教育活動の一環とし

て取組が行われております。          

しかしながら、近年、生徒数の減少により、

部活動を維持・継続することが困難な学校が

増えていたり、また、部活動の指導が教員の

時間外業務時間の主な要因になっていること

も指摘されているところでございます。                    

こうした状況を踏まえ、鳥取県は国の方針

をもとに、令和５年８月に「鳥取県公立中学

校等における部活動の地域連携・地域移行に

向けた推進計画」を策定いたしております。

この推進計画の中では、３つの型とその考

え方などが示されており、地域クラブ等で部

活動を実施する「地域移行型」が基本とされ

ております。しかし、「地域移行型」での実施

が困難な場合は、拠点校に生徒が集まって合

同で部活動を行う「拠点校型」や、外部指導

者を配置して部活動を行う「地域連携型」に

よって、生徒の活動の機会を確保しながら、

「地域移行型」へと取組を推進していくこと

とされています。    

さて、若桜学園における部活動の状況でご

ざいますが、現在は、テニス部、卓球部、吹

奏楽部のほか、季節性のものとして陸上部、

スキー部などがございます。                  

若桜町における地域移行の進捗状況につい

てでございますが、令和６年６月に、「若桜町

部活動地域移行検討協議会」を立ち上げ、中

学校の部活動の地域移行に向けた課題等を総

合的に検討するため、これまで、４回の協議

を行ってまいりました。この間７月には、５

年生以上の児童生徒、学園とこども園の保護



者、中学校籍の教員を対象にアンケート調査

を行い、部活動の地域移行に関する課題や思

いを集約したところであり、回収率は小学生

１００％、中学生９４％、保護者４８％、教

員１００％でございました。                    

アンケート結果の一部をご紹介しますと、

部活動を地域が担うことについては、保護者

の５０％が肯定的回答でございましたが、「わ

からない」という回答も３３．３％あり、地

域移行がいいのかどうか判断に迷う状況があ

ったと推測されます。教員につきましては、

６２．５％が肯定的な回答であり、地域移行

について一定程度の理解が得られていると考

えます。

活動場所に関する問いでは、中学生は「学

園がよい」という回答が４８．５％、保護者

は「町民体育館など学園近くの施設がよい」

という回答が４５．８％と最も高く、町内で

の活動を望む意見が多くございました。

休日の部活動はどのような指導者がよいか

との問いには、「先生がよい」という回答が中

学生で４５．５％、保護者で４５．７％と最

も高く、小学生では「専門的な技術を教えて

くれる指導者がよい」という回答が最も高く、

５７．７％でした。

また、教員に現在の指導状況について尋ね

たところ、「指導可能な部活動ではないが指導

している」という回答が５０．０％であると

いう結果でございました。          

これらの結果を踏まえて、若桜町では、「地

域連携型」を基本に、外部指導者を学園に配

置し、休日の部活動を実施していく方向で検

討を進めているところでございまして、本年

度末をめどに方針を決定し、生徒、保護者へ

周知のうえ、令和７年度以降に、実施できる

部からとはなりますけれども、外部指導者に

よる部活動を実施したいと考えます。

なお、外部指導者につきましては、地域住

民の方のほか、小中学校、高等学校等教職員、

これは OB もふくめますけれども、県・市町職

員など幅広く募集したり、県が設けておりま

す人材バンクを活用したりいたしまして、指

導者の確保にあたり、生徒が継続的に部活動

に取り組める環境づくりに努めてまいりたい

と考えております。

議長（山根政彦）

森田二郎議員。

議員（森田二郎）

教育長の答弁にもありましたけれども、部

活動は人間形成に大きな影響を与えます。で

すから、それだけに指導者の確保、育成とい

うのは非常に重要になってくると考えます。

ですから、ただ単に技術の習得や体力の向

上のみに傾いて結果を出すことを目的に地域

で行うというのは非常に難しい部分がありま

す。責任の問題もあります。

そこでやはり人員の確保、人材の確保とい

うのは非常に大きな問題になってきますし、

じゃあ、その人たちにはどういう立場で動い

ていただくのか、どういう保証をするのかい

う辺りも課題になってこようかと思いますが、

この辺りについて教育長さん、現在で何かお

考えがあったらお願いします。

議長（山根政彦）

答弁を求めます。盛田教育長。

教育長（盛田恭司）

まず、指導者の立場等についてということ

でご質問があったかと思います。

先ほど言いましたように、中学校につきま

しては、部活動は人間形成に非常に大きな影

響があるというふうに考えております。それ

で、この指導者につきましてもどういった立

場で指導するかということも含めて指導者っ

ていうのを選んでいくということが大切だと

思いますが、この外部指導者につきましては、

鳥取県がスポーツ指導者研修会等を年４回実



施しておりまして、こういった中学校での外

部指導を行う者につきましては、必ず１回以

上はこの研修を受けるということになってお

ります。そうした中でどういう立場で子ども

たちに関わっていくかということもそこで習

得をしていただけたらというふうに思ってお

るところでございます。

議長（山根政彦）

森田二郎議員。

議員（森田二郎）

しっかりと研修を受けていただいて、子ど

もたちの人間形成に関与していただければあ

りがたいなと思います。期待をしたいところ

です。

ただ、９月の県議会で前住孝行県議が同じ

ような質問をされていまして、中学校教諭の

勤務外地域での部活動指導についてという質

問を教育長にされています。

その中で勤務時間内は勤務校の部活を指導、

勤務時間外は住んでいる地域のクラブで指導

といった形の体制づくりができないかという

質問をしておられます。それに対して教育長

は、そのような体制づくりでずっと叫ばれ続

けている指導者不足を解消していくきっかけ

になればいいと思っています。教員が地域ク

ラブに関わることについては昨年８月に教育

委員会の承認と団体への登録で指導ができよ

うにできるように規定したところだと答えら

れました。あと、熱意のある教員の方を子ど

もたちの活動を支える貴重な人材として、知

事部局とも連携しながら体制整備を整えてい

きたいと答えておられます。

非常にこの先ちょっと楽しみな取組だなと

思っています。ぜひ、いい人材をと思います

が、ややもすると議論がスポーツ系の部活動

に傾きがちなんですが、実は先ほども話があ

りましたように、学園には文科系の吹奏楽が

あります。スポーツ経験はたくさんした方が

町内にもおられるかもしれないけど、吹奏楽

を指導できる、指揮ができるとか楽器の操作

をちゃんと教えられる方の人材を確保するっ

て非常に何となく難しいような感じがしてい

ますので、この辺の取組が大変難しくなって

きているとちょっと感じています。

それで、よく全国の議員研修なんかに行き

ますと、この問題とそれから先ほど言いまし

た、これから質問します移住定住の問題が出

てくるんですけれども、大体そこの辺り出て

くるのは広域連携という言葉が出てきます。

先ほど教育長さんとの話にもちょっと出て

きました、外部からの指導者というので。そ

れで、こういった外部指導者のやり取りにつ

いて、じゃあ、近隣の八頭町であるとか智頭

町とのお話合いが今、進められているのかと

いうのも加えて質問させてください。

議長（山根政彦）

答弁を求めます。盛田教育長。

教育長（盛田恭司）

先ほどのこういった外部指導者についての

確保という辺りでの広域連携ということにつ

いてのお尋ねであったと思いますが、この部

活動地域移行につきましては各市町村でそれ

ぞれ検討をされているところでございますけ

れども、そういった中で常に上がってくるの

が、やはり今お尋ねにありました外部指導者

とかをどういうふうに確保するのかというこ

とで、どこの市町でもかなり苦労されておら

れるところでございます。

そういった中で、先ほど若桜町以外の町村

ともそういった連携をしているのかというこ

とでございましたけれども、まだまだそこま

では各市町との話合いはできておりませんけ

れども、ただ、一方では外部指導者等を、例

えば、今既に外部指導者としてほかの学校で

指導しておられるような方、そういった方を、

ほかの学校でもお願いをしたりして、要は掛



け持ちのような形で外部指導をしていただい

ている方も他の市町ではございますので、そ

ういった働きかけもしていって、また、外部

指導者の確保にあたってまいりたいと考えて

おります。

議長（山根政彦）

森田二郎議員。

議員（森田二郎）

いずれにしましても、人の確保とそれから

場所もですよね、同じような場所がたくさん、

例えば町民体育館もあれば隣の丹比には若者

体育館があったりとか、使える施設があって

も、ただ、それをどう活用するかとか、どう

いう人たちがそこで指導していただくかって

いうのは、まだ、なかなかこれから先課題が

多いように思います。

しっかりと子どもたちの成長に向けて体制

を整えて取り組んでいただきたいとお願いし

て２番目の質問を終わりたいと思います。

では、３番目の移住定住施策について伺い

ます。人口減少問題において移住定住施策は

重要施策の１つですが、第１０次総合計画に

示されている移住定住の７つの主要施策の成

果をどう評価され、今後どのように推進され

るのか伺います。

議長（山根政彦）

答弁を求めます。上川町長。

町長（上川元張）

移住定住施策につきまして、第１０次総合

計画に示されている移住定住の７つの主要施

策の成果をどう評価し、今後どのように推進

しようとしているのかとのご質問です。

現在、第１０次総合計画を策定してから３

年目となりますが、その間、コロナ禍もあり

まして、移住定住事業自体の推進が困難な時

期もありましたが、地道な活動を続けてきた

結果、コロナ禍明けの令和５年度には、１８

名の移住者の受入、本年度においては、年度

末までに１０名の受入となる見込みであり、

コロナ禍前の受入状況に戻りつつある状況で

ございます。しかしながら、伸び悩みといい

ますか、順調に増加しているとは言えない状

況でございます。その大きな原因としては、

空き家などの居住物件の確保が課題であろう

と考えているところでございます。

それでは、７つの主要施策の成果の評価と

今後の取組ということですので、１つずつ順

次ご説明いたします。

まず、１つめの主要施策、『移住相談会への

出展やホームページ・ＳＮＳ等での情報発信

を強化し、移住・定住の取組について幅広く

ＰＲ活動を実施します。』についてですが、こ

れまで大阪・東京行われる移住相談会、コロ

ナ禍においてはオンライン相談会に毎年それ

ぞれ１、２回参加しております。これまで、

東京での相談会を通じては、１組３名、大阪

では９組２６名が移住に繋がっており、特に

大阪での効果が認められます。

また、ＳＮＳ等での情報発信の強化につい

てですが、令和５年２月から、売買・賃貸価

格や内部映像公開等による空き家バンク登録

物件の情報でありますとか、あるいは、移住

定住オリジナルツアーなどのイベント情報等

も発信しており、空家の物件については、１，

０００を超える閲覧や問い合わせもあること

から、情報発信の強化に一定の効果が出てい

るものと考えております。

それから、２つ目の主要施策、『移住者が地

域に定着できるよう、地域住民との交流を促

進します。』についてですが、昨年度初めて、

移住者を対象とした茶話会を実施し、参加者

からは交流の場ができて良かったとご好評を

いただいております。

また、受入集落での移住者との懇親を深め

るための「移住者受入促進奨励金交付事業」

で補助金を設置しておりますけれども、平成



３０年度以降１９件と多くの集落に活用いた

だいています。

これらの取組によりまして、移住者の定住

率を見ますと、令和２年度以降、世帯ベース

で３１世帯の移住に対し２４世帯が定着して

います。世帯定着率は７７．４％、人数ベー

スでは、４２人に対し３１人が定着、人口定

着率は７３．８％といずれも比較的高い定着

率を保っておると言えるかと考えています。

次に、３つ目の主要施策、『広報わかさやホ

ームページ等での啓発、空き家実態調査の結

果を基にした空き家所有者・自治会への働き

かけにより、空き家登録を推進します。』につ

いてですが、広報わかさやホームぺージでの

周知のほかに、固定資産税の通知文書に空き

家バンクの登録を依頼するチラシを同封した

り、空き家に直接チラシのポスティングを行

っております。チラシを見られて実際に登録

に繋がった事例も多くありまして、効果的な

方法だと感じております。

一方で、空き家調査を基に自治会や近隣の

方、親戚等を通しての所有者の連絡等を取っ

ていただくように働きかけをしておりますけ

れども、個人情報保護の観点から困難なこと

も多くございまして、登録件数が伸び悩む原

因ともなっているということです。今後特に

優良な物件については、連絡先の入手やバン

ク登録の働きかけなど、引き続き粘り強く行

っていきたいと考えております。

続いて４つ目の主要施策でございます。『子

育て世帯や一人暮らし向けの住宅や宅地の整

備を検討し、若者等の町内定住を推進しま

す。』についてですが、現在、新町で宅地造成

工事に向けた準備を進めており、一角にはア

パートの建設も予定しています。令和７年度

より分譲を開始できるよう、進捗を図るとと

もに、販売に向けてＰＲ方法等を検討して参

りたいと考えております。

次に、５つ目の主要施策であります『新た

な移住・定住を促進するため、特定地域づく

り事業等により、移住者や新卒者等の就労支

援を行います。』についてです。

若桜町特定地域づくり事業協同組合では、

移住手当を毎月支給する制度など町外からの

移住者の就労支援の仕組みを準備していると

ころであります。その上で、移住定住・交流

センターと連携して大阪や東京で行われます

就職＆移住相談会に参加し、就労に関する情

報を提供したり、昨年度からは、そこでの相

談者を対象に、「移住体験オーダーメイドツア

ー」を行っております。

その結果、移住に結び付くケースは出てき

ていますが、就労支援にはまだ繋がっており

ません。理由として、年間を通じて同じ事業

所に勤務できない等の制度そのものの制約が

考えられますが、取組を始めてから３年経つ

か経たないかくらいだと思いますが、まだ間

がないため、引き続き、特定地域づくり事業

のＰＲに努めて参りたいと考えております。

次に、６つ目の主要施策、『新婚・子育て世

帯の住宅新築・リフォーム等の支援、町出身

者のＵターン促進のための住居支援や奨学金

返還支援等を実施します。』についてです。

本町では、移住及び定住されている方を対

象に住宅の新築や購入、改修費用を助成する

「若桜町住宅支援補助金」を設置しています。

この補助金は、新婚、子育て世帯、また、移

住の中でも特にＵターンを促進するため、令

和４年９月に創設しました。

令和４年度は２件、令和５年度は８件補助

金の利用があり、令和６年度もこれまでに４

件の申請を受けているところです。Ｕターン

での利用はこのうち合計で３件でございまし

た。今後も引き続き制度のＰＲに努めて参り

ます。

それから、７つ目の施策、『フリーＷｉ－Ｆ

ｉスポットを拡充し、空き家や遊休施設を活

用した都市部の企業のサテライトオフィスや

ワーケーションの誘致やフリーライター等の

移住を促進します。』についてです。



今年度、鳥取県が主催する地域課題解決型

ワーケーションプログラムに取り組んでおり

ます。本事業は、ワーケーションの導入及び

地域課題解決のビジネスを考える都市部の企

業と、課題を抱える町や地元企業等の協働・

交流の場をつくることで、地域課題等の解決

に繋げるとともに、継続的な関係構築・関係

人口の創出を目的としたプログラムでござい

ます。

１１月１６日から１８日にかけて都市部か

ら１０社のご参加があり、また地元企業から

は２社のご参加をいただき、意見交換、親睦

会等を行ったところであります。参加の都市

部企業からは、若桜鉄道や若桜宿内、氷ノ山

についての観光振興等に関して様々な提案が

なされました。

今後については、課題解決の実現に向けた

協議を行っていく予定です。こうした取組を

通じた関係人口の構築・拡大も移住・定住促

進において重要なステップですので、このプ

ログラムを通じて関係人口の構築・拡大に繋

げていけるよう協議を進めていきたいと考え

ております。

議長（山根政彦）

森田二郎議員。

議員（森田二郎）

はい。７つの施策についての評価お聞きし

ました。

先ほどもちょっと言ったんですけれども、

全国の市町村議会議員の研修なんかに出ると、

やっぱり移住定住の問題って非常に大きな問

題で、じゃあ、あんたのところはどうしてる

のっていうお話が出てきます。

それで、１番目の相談会の参加の仕方につ

いて出てくることがありまして、結局ブース

を出すだけではなくて、ブース同士のつなが

りであったりとか、そこにおられるスタッフ

とのつながりが非常にいわゆる見学者といい

ますか、来訪者を増やすキーになってくるん

じゃないかっていうのが、少しヒントとして

出されてくることがあります。

つまり、例えば、ただ移住定住センターの

職員さんとかが行かれるのではなくて、担当

課長であるとか、町長さんが行かれるってい

うところも結構あって、挨拶して回られてつ

ながりがあると、じゃあ若桜町のブースに行

ってみたらっていうようなことで、ブースに

来られるというパターンもあるんだよという

ヒントをこの間いただきました。

そういったところで、１番目のところに特

化して最初に質問させていただくと、相談会

への出展の時には町長さん、副町長さん、担

当課長さんっていうのはどのぐらいの頻度で

行っておられるのかお聞きしてもいいでしょ

うか、お願いします。

議長（山根政彦）

答弁を求めます。上川町長。

町長（上川元張）

私が就任してから今まで行ったことはない

です。副町長も同じく。

議長（山根政彦）

森田二郎議員。

議員（森田二郎）

お忙しいのはよく分かっております。全て

の会や、全ての取組に町長さんが出られるの

は、体力的にも物理的にも難しいのは分かっ

ていますが、この間、移住定住センターにど

ういうブースでどういう働きをするのか聞い

たら、客引きが基本的にはできないんですよ

って言われました。

客引きできない。どうぞ、どうぞって呼び

込んで、うちに来てくださいって言えるのか

と思っていたんですが、私も行ったことがな

いので分からなくて。それができないって言



われるんですね。つまり、通られた方は鳥取

県若桜町ってそれ何、若桜町って福井の方じ

ゃないのっていうような形で通っていかれる。

よく分からないっていうので、やっぱり人づ

て、口づてで伝わって来られる方も結構多い

ので、その辺のつながりはいるのかなと感想

として、センター職員さんは言っておられま

した。

全ての会とは言いませんけれども、やっぱ

り一度、よその議員さんが知っておられるっ

ていうことは、そこに行っている議員さんが

おられるっていうことですから、我々もそう

ですけれども、やはりまちづくりを進めて、

そこに関わるメンバーは、移住定住の相談会

ぐらいは、ちょっと見ておいたほうがいいか

なというのが感想です。

もし、町長こういう機会がありましたら行

っていただくようにお願いして、お返事はい

りません。そうしたつながりが、やはりブー

スへ来られる方を増やしていくというのは、

少し心にとどめておいていただきたいなと思

っています。

それから移住者が定着できるように、地域

住民との交流を進めるということで色々取り

組んでおられて、以前、私、町長さんにもち

ょっとお話ししたと思うんですけれども、い

い移住というテレビ番組がＮＨＫなんかでや

ってるのをよく見るんです。すごい参考にな

るんですけれども、共通しているのは、やっ

ぱり地域にキーパーソンがおられることです。

やっぱり移住者と地域をつなぐキーパーソン

が地域におられるっていうのは非常に大きい

なと感じています。

奨励金やそういうものを用意しておられて、

受入れ集落に働きかけておられるっていうの

は非常にいい取組だなと思います。お金やそ

ういうものだけではなくて、やはり人をどう

移住者とつないでいくかっていう工夫をこれ

からもお願いしなきゃいけないと思います。

あともう１つ、先ほど交流会といいますか

茶話会をされたというんですが、この茶話会

の内容、私、知りませんでした。とってもい

いことだと思うんですが、町長さんや副町長

さんが参加されるんだと思いますけれども、

そこで語られた移住者の声は、どういうふう

に活かされるのか。やったということは評価

できるけれども、それがどう活かされている

か、どう繋がっていくのかっていう辺りは、

伺っておきたいなと思っています。よろしく

お願いします。

議長（山根政彦）

答弁を求めます。上川町長。

町長（上川元張）

はい。茶話会につきましては、担当課長の

方からその様子なり、どう繋がっているかと

いうようなことも含めて答弁をさせていただ

きたいと思います。

企画政策課長（谷本剛）

企画政策課課長の谷本と申します。茶話会

に関してですけど、昨年初めて実施いたしま

した。参加は１０名程度でございました。

茶話会を開催したきっかけといいますのは、

やっぱり移住者の方がなかなか地域に溶け込

めていないという現状もございまして、そう

いった移住された方同士に集まっていただい

て、地域、若桜町の暮らし、そういったもの

に関する情報を会話していただこうというこ

とで開催したところでございます。

地域で暮らしてみての、それぞれの課題と

か、自分の思いとかを共有し合いながら、そ

れらを今後の生活に活かしていくといいます

か、そういったことを情報交換されたと聞い

ているところでございます。

議長（山根政彦）

森田二郎議員。



議員（森田二郎）

すみません。そこの１０名は移住者が１０

名の参加という理解でよろしいですね。そこ

には執行部の方はどなたが出られて、じゃあ、

どういう課題を把握されたのかっていうのも、

ちょっと教えていただけませんか。

議長（山根政彦）

答弁を求めます。上川町長。

町長（上川元張）

担当課長の方から答弁をいたします。

企画政策課長（谷本剛）

その場でお伺いしましたのは、文化であり

ますとか、元住んでいた地域との人間関係の

あり方が違うというようなことが大きな点で

ございました。あと、集落のあり方、そうい

ったところも、元住んでいたところと違うと

いうことで、やっぱり田舎ほど色んな集まり

に参加したりする必要があるということで、

ちょっとその辺が地域においてはこういうこ

ともあるんだなということで、まず、都会か

ら来られる方は少しびっくりされているよう

なところがございました。

やっぱり都会においては、隣の方も知らな

いというような状況だということで、こうい

った田舎ほどやっぱり密接な関係性を築くと

いうことで、公民館の集まりというのであり

ますとか、運動会ですとか、そういった積極

的な参加ということをお願いされるというこ

とで、そういったことに抵抗を示されるとこ

ろがありますけど、基本的には若桜に住むと

決めたということで、そういったことにも積

極的に参加していきたいと意見が出たところ

でございます。

議員（森田二郎）

執行部でどなたが参加されたのか。

企画政策課長（谷本剛）

執行部としては、交流センターのメンバー

２名でございます。

議長（山根政彦）

森田二郎議員。

議員（森田二郎）

昔、議員になりたての時にも、最近でも、

やっぱりそういう会や集まりに、本当は町長

さんや副町長さんに来ていただけるとうれし

いんだけどって。声も聞いてもらいたいんだ

けれども、来ていただくと、ああ受け入れら

れているんだなって気がしますという声を聞

きました。

移住・交流センターのメンバーは、回数、

頻度としては多く移住者と関わっておられる

のは分かるんですけれども、町としての取組

をしっかりと感じられるような参加者という

か、移住・交流センターの方がいけないとは

言ってないんですけれども、先ほど言いまし

たように、先頭に立って移住定住を進めてい

るという姿勢が見えたら心強いなっていうの

が移住者の紛れもない声だったと思います。

ぜひ、こういった茶話会であるとか、移住

定住者等の交流をまたしていただいて、声を

直接聞いていただきたい。また、それを町長

さん、副町長さんにも届けていただいたりと

か、担当課長もしっかりつかんで、移住はさ

れるけど定住できないんではなくて、これか

ら定住を続けていただくための手だてに向け

て、活かしていただきたいなと思います。

３番目の空き家所有者と自治会への働きか

けっていうところで、ここについては、評価

として、空き家物件数は、累計としては達成

してるということで、戦略や計画の中では１

００％達成ということで出ていたのは見まし

た。

ただ、昨日時点のホームページの物件数を

見ますと、賃貸物件が残ってるのが１件、そ



れから売家と賃貸どちらでもいいよというの

が３件、売家が５件、売地が２件という数で

した。やはり移住者がたくさん来られた時に

選べる物件が残っていないとか少ないという

のは、ちょっとこれは大きなリスクかなと感

じます。

こうした課題があるわけですけれども、私、

自治会長をしているんですが、自治会長とか

自治会ってどんな動きをしていいのか。本当

に先ほど、人間関係があったりとか、個人情

報がありますので非常に難しい部分がありま

す。もう少し若桜町の方針としてアピールす

るといったような、これからの対策というの

はあるのかどうか、そこもちょっと教えてく

ださい。

議長（山根政彦）

答弁を求めます。上川町長。

町長（上川元張）

はい。先ほどのご質問の中で、移住者との

対話ということで、私も茶話会にこそ、去年

１回あって行っていないんですけれども、出

前説明会ですとか、色んなところで移住者の

方々とは意見交換なり会話を交わしたりとい

うことでやっておりますし、引き続きそうい

うことを進めていきたいと思っております。

それから空き家の物件登録等との関係でご

ざいますけれども、空き家の所有者としては

売りたいという希望が多い中で、移住者の方

は買うんじゃなくて、やっぱり借りたいとい

うことで、やっぱりミスマッチといいますか、

そこがニーズがすれ違うというところは１つ

あると思います。

また今、空き家バンクの登録を推進してい

るわけでございますけれども、それはどちら

かというと民々という形でやってもらってい

るわけですけれども、一部町が間に入って、

町が借り上げて、それをお貸しするというス

タイルも５棟ぐらいあるんですけれども、借

りる方も行政が間に入ると借りやすいとか、

あるいは貸す方もそっちの方が出しやすいと

いう、そういったニーズもあると思いますの

で、空き家の活用というところで、役場がち

ょっと間に入るようなスタイルのものをもう

少し増やしていったらマッチングも進んでい

くのではないかなというふうに考えておりま

して、そこを今、ちょっと内部で来年度に向

けて検討しているところでございます。

議長（山根政彦）

森田二郎議員。

議員（森田二郎）

はい。今の話を聞いて、ちょっと光が見え

てきたなと思っています。

次に６番目の、Ｕターンの支援について利

用状況を聞こうと思いましたら、もう補助金

が結構利用されているということで、これは

いいことだなと思っています。

あと、一番最後にフリーＷｉ－Ｆｉスポッ

トの拡充や空き家、遊休施設活用の都市部企

業向けサテライトオフィス、ワーケーション

施設の誘致とかということが言われていまし

た。

ワーケーションという言葉が出てから結構

久しいと思うんですけれども、ワーケーショ

ン施設の今の若桜の利用度と、それから傾向

として、大体全国的にどういった施設が希望

されているのかをどんなふうにつかんでおら

れるのか、ちょっとそれを教えてください。

議長（山根政彦）

答弁を求めます。上川町長。

町長（上川元張）

ワーケーションの活用の利用度ですか。町

内でそのワーケーションができる施設という

のは、例えば氷太くんとか、ああいったとこ

ろで、Ｗｉ－Ｆｉの環境ですとか、そういう



通信環境がしっかりできていれば使えると思

うんですけれども、どの程度利用されている

かというのはちょっと私の方は把握をしてお

りませんので、担当課長の方が知っていれば

答弁をお願いしたいと思います。

企画政策課長（谷本剛）

失礼します。今現在においてワーケーショ

ン等の取組はしていない状況でございます。

議長（山根政彦）

森田二郎議員。

議員（森田二郎）

時間がなくなりました。ワーケーションは

色んなところで、全国でやっているところ多

いと思いますので、こういうところをポイン

トで選んだというのを上げていただいて、参

考にして取り組んでいただけたらありがたい

なと思います。

加えて、サテライトという言葉が出てきま

した。町長さんが以前このお話しをしました

が、鳥取大学との連携で池田小の活用等も今

考えておられますので、その辺の契約もまた

進めていただいて、関係人口がこれから増え

るようにしていただけたらと思っています。

今まで答えていただいた評価で、達成でき

た、できないの評価だけではなくて、これか

ら一手考えていくのが評価の目的ですので、

それをまたこれから取り組んでいただいて移

住定住を進めていただけたらと思います。以

上で質問を終わります。

議長（山根政彦）

続いて一般質問を許します。

３番、梶原明議員。

議員（梶原明）

皆様改めましてこんにちは。３番、梶原明

です。傍聴されてる皆さんありがとうござい

ます。

１１月３０日の土曜日に日本創生に向けた

人口戦略フォーラム in とっとりが開催され

ました。このフォーラムは西暦２１００年に

向け、人口減少に立ち向かう機運醸成を図る

内容のものでございました。

この会の終盤、石破茂総理大臣が登壇され、

政府代表として挨拶され、人口減少問題につ

いて、今後自らが取り組むべき課題を語られ

ました。また、翌日ですが、１２月１日には

和多理神社に地元支援者や党関係者が集まる

中、お礼参拝をされました。地元に帰り鋭気

を養われたように感じました。少数与党での

国会運営は厳しいと思いますが、今後の活躍

を祈念するばかりでございます。

それでは通告に沿って質問に入りたいと思

います。１番の移動投票所についてでござい

ます。

近年、選挙投票率の低下が見受けられます。

移動投票所は投票所となる車両にコネクテッ

ドカーを活用して、町内の集会所などを回り、

カメラやパソコンを使ったオンラインによる

立会いの下、投票を行うものです。

６月の智頭町長町議会選挙で行われる予定

でしたが、無投票選挙になったため、７月の

江府町町選で県内において初めて実施されま

した。さきの国政選挙では全国初となるオン

ライン立会いを活用した移動期日前投票所の

設置が南部町で行われました。

議員座談会でも投票所が遠く、移動手段の

問題から投票に行きにくいという意見をいた

だいています。町民の投票機会の拡充や確保

のために、移動投票所の導入を検討すべきと

考えます。これは本来、選挙管理委員長に尋

ねる内容かとも思いますが、あえて町長とし

ての考えをお伺いいたします。

議長（山根政彦）

答弁を求めます。上川町長。



町長（上川元張）

梶原議員の一般質問にお答えをいたします。

近年、選挙投票率の低下が見受けられる。コ

ネクテッドカーを活用して、集会所などを回

り投票のできる移動投票所の導入を検討すべ

きと考えるが、町長としての考えをお伺いす

るとのご質問です。

投票機会の確保や拡充については、町の選

挙管理委員会で検討されるべきものでありま

して、移動投票所の開設や投票所へのバス運

行など新たな投票率向上に向けた取組につい

て、選管の方でもご議論されていると伺って

おるところであります。私の方からは、現状

や課題に対する認識を申し上げたいと思いま

す。

投票率につきましては、全国的には、また

県内におきましても低下傾向が見られますが、

近年執行された各選挙における本町の投票率

を見ますと、先の１０月２７日に行われた衆

議院議員選挙は、７１．９４％、これは県内

トップでございます。それからその前の、令

和５年４月に行われた県知事・県議会議員選

挙は７１．５８％（期日前 22.75％）、そして

その前令和４年７月に行われた参議院議員選

挙は６６．９６％、さらにその前に行われた

令和３年１０月の衆議院議員選挙は７２．０

１％ということで、各選挙とも県内平均投票

率を大きく上回っておりまして、県内ではト

ップレベルの投票率を保っている状況でござ

います。

一方では、高齢化の進展によりまして、「投

票所に行くのが大変だ」と言う声は、私も出

前町長室で直接お伺いしたこともあります。

現に６５歳以上の投票率の推移を見ますと、

吉川の第７投票区、こちらは高齢者の多い投

票区になりますけれども、平成２９年１０月

の衆議院議員選挙の際には８８．２９％あり

ましたが、先だっての衆議院議員選挙では７

９．０１％と、１０ポイント近く下がってお

ります。７５歳以上の年配の世代は若い世代

と比べ主権者意識が高いとされる年齢層であ

りますが、そこの投票率が低下傾向にありま

すので、将来的に投票しやすい環境づくりは

検討課題となってくるだろうと感じています。

鳥取県においては、昨年度「投票率低下防

止等に向けた政治参画のあり方研究会」を立

上げられ、主権者教育、投票環境の向上、議

員のなり手不足等の対策について調査検討が

なされ、報告書が作成されています。山根議

長もメンバーの一人として参加をされている

ところであります。

それによりますと、投票機会の確保策とし

ましては、移動投票所の他にも投票所又は期

日前投票所までの移動支援の取組が行われて

います。例えば、巡回・送迎バスの運行は岩

美町、八頭町など７市町、無料乗車券の発行、

あるいは運賃の補助が大山町、日南町の２町、

これはいずれも令和４年参院選で実施されて

います。これも一つの選択肢であろうと思っ

ております。

移動投票所の導入を検討すべきとのご質問

でありますが、県内では岩美町、智頭町、北

栄町、南部町、江府町の５町で導入されてい

ます。特に江府町では今年 7 月の町長選から

投票所を１３ヵ所から５ヵ所に統合されまし

た。その代わりに移動期日前投票を導入した

わけですけれども、先の衆院選では期日前投

票率が前回の令和３年の衆院選と比べ１２．

４８ポイント伸びており、伸び率では県内で

はダントツとなっております。

移動投票においては、投票所までの「足」

に苦労される高齢者等の投票機会の確保や利

便性の向上等のメリットがある反面、新たに

投票所を設けることになりますので、機器等

の整備も当然必要となってきますし、それ以

上に投票管理者及び立会人の確保や事務従事

者の配置などコストがかかることも指摘され

ているところであります。

いずれにしましても、このような状況を踏

まえられて、選挙を管理・運営されている選



挙管理委員会において、十分にご検討いただ

ければと考えております。

議長（山根政彦）

梶原明議員。

議員（梶原明）

若桜町は、いつの選挙でも大体トップレベ

ルの投票率というのは認識しておるんですが、

今々がそうでありまして、先ほど町長もおっ

しゃられたように、今後高齢化が進んでいけ

ばいくほど、低下の傾向ということは考えら

れるわけでございます。そういったところも

私は考えた上で、こういうことをあえてお聞

きいたしました。

コネクテッドカーの前に、先ほど移動支援

をなされるということもありました。実際そ

ういうことになれば可能になってくるのかな

というところも分かります。しかし、若桜の

町長・町議選の頃というのは大体２月という

ところもございます。そういったところも考

えますと、やはりこの足元の悪さというとこ

ろも私は懸念していくことがあります。そう

いうところも踏まえての移動投票所という、

期日前投票といったところも含めまして、あ

えて町長のご意見を聞かせていただいたとこ

ろでございます。

このコネクテッドカーを準備されるという

んでしたら、経費もかかるものでございます

し、それをせっかく入れるんであれば、ただ、

移動投票所のためのコネクテッドカーではな

く、やはり導入するんであれば色んなことに

使える車両でもございます。

智頭町が先ほど出てまいりましたけれども、

マイナンバーカードの出張申請とかロコモ・

フレイル予防システムによる健康相談、防災

現地対策本部車両などとしての活用などもさ

れておると。これはキャリア閉鎖網といいま

して、いわゆるインターネットを介さずにセ

キュリティーを確保した通信を活用できる車

両であるからできることであるというところ

も含めております。これを言いますとあまり

にも違うことになってしまいますので、そう

いうところを含めて、もし導入されるのでし

たらコネクテッドカーの活用まで考えていた

だければというところで提案はさせていただ

いたわけでございます。

では、次の質問にまいります。デマンド便

の定額運賃についてでございます。令和６年

６月定例会一般質問において、町民の利便を

考えデマンド便に対する定額運賃の設定につ

いて提案をさせていただきました。試行的導

入も含め、委託事業者と相談し、地域公共交

通等で検討してみたいと答弁をいただいてい

ます。その後、相談、検討はされたのかお尋

ねいたします。

議長（山根政彦）

答弁を求めます。上川町長。

町長（上川元張）

令和６年の６月定例会の一般質問におきま

して、デマンド便に対する定額運賃の設定に

ついて試験的導入を含め、委託事業者と相談

し、地域公共交通会議等で検討してみたい旨

の答弁があったが、その後相談、検討された

のかどうかというご質問でございます。

まずは、改めてデマンド便の料金設定です

が、３㎞未満３００円、３㎞以上１０㎞未満

４００円、１０㎞以上は５００円としており

ます。

６月定例会一般質問でお答えしたとおり、

定額料金を設定すれば、利用料金を気にせず

に町内を自由に移動することが可能となるた

め、移動手段のない方等の外出のきっかけに

なると思われますので、これはもう前向きに

検討したいというふうに考えているところで

ございます。

現在、庁内で議論を重ねているところであ

りますが、定額運賃のみならず、町内の他の



交通手段と比べ料金が高いのではないかとい

うお声もいただいているところでございまし

て、料金体系の見直しも含め、利用しやすい

環境づくりについて、今後公共交通計画を策

定する中で検討を進めたいと考えているとこ

ろです。

議長（山根政彦）

梶原明議員。

議員（梶原明）

はい。今、料金見直しを含めての検討がさ

れとるということでございました。でも実際、

町内には諸鹿谷をはじめとした定期運行路線

バスの空白地っていうのがやっぱりあります。

公共交通に対してはデマンド便しか使えない

空白地と、定期運行路線沿線との料金格差が

生まれておるように感じておりますし、町民

からのそういう声も聞かせていただいておる

ところでございます。こういったところも考

慮して今後の公共交通を検討していただきた

いと考えております。今月２３日には常任委

員会がまた開催される予定でございます。詳

細はそちらの方で協議できればと考えており

ます。これをもちまして私の質問を終わりま

す。以上でございます。

議長（山根政彦）

暫時休憩いたします。

   午前１０時３３分  休 憩

   午前１０時４５分  再 開

議長（山根政彦）

休憩前に引き続き、会議を再開します。

先ほどの森田二郎議員の町長の答弁の中で

少し違った答弁になっていましたので、ここ

で町長の答弁の訂正を行いたいと思います。

答弁を求めます。上川町長。

町長（上川元張）

先ほどの森田議員の移住定住の施策の中の

質問でございますけれども、空き家登録の推

進の中で、固定資産税の通知文書にチラシを

同封というふうに申し上げましたけれども、

厳密に言いますと固定資産税ではなくて、町

民税の空き家課税とその通知文書ということ

でしたので訂正をさせていただきます。すみ

ません。

議長（山根政彦）

続いて一般質問を許します。

８番、中尾理明議員。

議員（中尾理明）

傍聴者の皆さんこんにちは。共産党の中尾

理明です。お出かけいただきまして本当にあ

りがとうございます。

私は１１月８日公開の映画ルート２９を見

てきました。不思議な物語であり、幻想の世

界に誘われました。綾瀬はるか演ずるのり子

と大沢一菜演ずるハルとの偶然な出会い、ハ

ルの母親の願いを叶えたいのり子と母に会い

たいハル、両者の人間模様、心模様が映し出

されているように思いました。

映画のタイトルどおりルート２９、国道２

９号を姫路から鳥取へ向かう２人が出くわす

夢と現実、信頼と不信が交錯する中、エンデ

ィングは突然現実に引き戻され２人は同じ夢

を見つつ引き裂かれるシーンで終わりました

が、しかし、その裏に未来への希望、願いが

込められているように思いました。

若桜町の場面はエキストラとして出演した

若桜学園の子どもたちが鳥取方面へ向かう２

人と新岸野橋から大炊集落に続く国道沿い歩

道ですれ違うシーンがあります。不安を抱え

ながら歩む２人の心を瞬時和らげたのではな

いかと感じました。

また、森井勇佑監督は映画作製には新戸倉



トンネル周辺の空気感、気分がベースになっ

たとコメントされていますが、兵庫県側の宍

粟市波賀町引原の音水湖からトンネル周辺ま

での山中のシーンはすこぶる幻想的なもので

した。

この作品は若桜町出身の中尾太一さんの詩

集『ルート２９、解放』を脚本、映画化され

たものですが、かつて思潮社５０周年記念現

代詩新人賞に輝いた中尾さんの手による詩が

基になったことは中尾さんにとってはもちろ

ん大変な栄誉であり、励みになったことは想

像に難くありませんが、同時に私たちにとっ

ても大きな喜びであり、誇るべき大きな宝を

いただいたように思います。

それでは通告に従い質問を行います。最初

の質問は、現行の若桜町交通計画に関する諸

課題についてであります。その１つ、来年度

からはバスの利用が必要な児童生徒に対して、

全てスクールバスを運行するとの説明を受け

ています。これが実施されますと定時運行の

町営バス落折吉川線、𣇃米線の乗客数の減少

が考えられます。今後の２路線の運行をどの

ように考えておられるのか伺います。

議長（山根政彦）

答弁を求めます。上川町長。

町長（上川元張）

中尾理明議員の一般質問にお答えをいたし

ます。

冒頭、ルート２９の映画を見られたご感想

がありましたけれども、私も見ました。非常

に景色がきれいに描かれていまして、２９号

沿線のすばらしい風景が楽しめるというとこ

ろと、会話はすこし少なめな映画でございま

したけれども、その会話１つ１つが何か印象

に残るような、そんな映画であったと思いま

す。多くの人にぜひ見ていただきたいと私も

思っておるところでございます。

さて、来年度からのスクールバス実施に伴

い、定時運行の町営バス２路線の乗客数減少

が考えられるが、今後の運行についてどのよ

うに考えているのか伺いますとのご質問でご

ざいます。

定時便はもともと３路線運行しており、学

園の通学便しても利用しておりましたけれど

も、一般客の利用と通学利用は時間的な両立

が難しいため、諸鹿線について、令和４年度

よりスクールバスを導入いたしましたところ、

乗客が大きく減少したため、令和４年度末で

定時便の方は廃止した経緯がございます。

残りの２路線についてもスクールバスを導

入し、定時便から切り離す方向で、関係課で

協議しておるところでありまして、来年度中

には運行開始を目指したいと考えています。

そうなりますと、諸鹿便同様、定時便利用者

の減少が想定されるところであります。

定時便につきましては、運賃が１００円と

安く、デマンド便が混雑して使えない時も定

時運行で利用しやすいというメリットのある

一方、バス停までが遠く利用しづらいとの声

もあり、今後、さらなる利用者の減少が想定

されます。一方のデマンド便は、ドアツード

アで利用しやすいという声がある一方、利用

料金が定時便より高く、また、今後増車して

いくとしても、ドライバー不足が深刻化する

中、運行事業者の体制確保をどうするかとい

うことについても検討が必要になってくると

いうことがございます。

様々な要素を勘案しながら、公共交通計画

が今年度策定予定でありますが、その中で協

議をしていきたいと考えておるところでござ

います。

議長（山根政彦）

中尾理明議員。

議員（中尾理明）

町長の答弁おおむね理解したというふうに

思いますが、何と言っても運転手確保や、今



お願いしておる路線バスの運行者である日本

交通については切実な問題だというふうに思

います。経営確保もされなきゃならないとい

う点からすると、すぐにどうするということ

にもならんかなと思うんですけれども、そこ

は若桜町の公共交通計画の全体の構想の中で

位置づけられていくものだろうというふうに

思います。

２つ目です。共助交通、観光タクシーによ

るデマンド便は関係者のご尽力により継続運

行されています。次期の公共交通計画の重点

目標として、町全域を対象にしたオンデマン

ドシステムによるドアツードア型運行への移

行を目指すことはできないものかどうか、町

長の所見を伺います。

議長（山根政彦）

答弁を求めます。上川町長。

町長（上川元張）

はい。重ねてのご質問でございます。次期

公共交通計画の重点目標として、町全域を対

象としたドアツードア型運行への移行を目指

せないか所見を伺うということでございます。

令和４年度末に諸鹿線を廃止したのに併せ

まして、令和５年度からデマンド便を１台増

車いたしまして２台体制といたしました。定

時便の利用者が年々減少する一方で、デマン

ド便の利用者は増加をしておりまして、利用

者のニーズといたしましてはドアツードア型

のデマンド便にシフトする傾向かというふう

に思っておりますけれども、先ほどの答弁で

も申し上げましたとおり、定時便とデマンド

便それぞれにメリット・デメリット、課題が

ございます。

また、定時便であれば気兼ねなく利用でき

るけれども、デマンド便だとわざわざ迎えに

来ていただくのが申し訳ないと気兼ねを感じ

て頼みづらいというような、そういった声も

実際あったりもいたします。

いずれにしましても、先ほど梶原議員のご

質問にもお答えしましたとおり、デマンド便

の料金体系の見直しと併せまして、今後公共

交通計画を策定する中で議論していきたいと

考えております。

なお、全町域を対象としたドアツードア型

運行への移行ということですけれども、今現

在でもデマンド便については既に全町をエリ

アとして運行をしておると。料金は違います

けれども、全町をエリアとしているというこ

とでございますので、そこはご理解いただき

たいと思います。

議長（山根政彦）

中尾理明議員。

議員（中尾理明）

最後に町長言われたデマンド型は現行でも

全域を対象にしておるというご答弁ですが、

私の思うのは路線バスの廃止、あるいはスク

ールバス移行をされますから、つまり、いわ

ゆるデマンド型一本での方向性が考えられる

んじゃないかということを問うたわけです。

その辺もし町長のほうで追加の答弁があるな

らばしてもらいたいというふうに思いますけ

れども、まず聞きましょうか。

議長（山根政彦）

答弁を求めます。上川町長。

町長（上川元張）

はい。デマンド１本での運行ということで

ご提案ですけれども、先ほど申しましたよう

に、定時便、デマンド便それぞれメリット・

デメリットがありますので、その辺りを勘案

しながら今後議論をしていきたというふうに

思っております。

議長（山根政彦）

中尾理明議員。



議員（中尾理明）

私も色々な課題があるというのは分かりな

がら、あえて今回このような質問をさせてい

ただきました。頭にあるのはやはりバス停ま

で出るのに困難な人たちがやはりいらっしゃ

るのと、いつまでドアツードアの話を続ける

んかいなということを、それが頭にこびりつ

いておるもんですから、多少不十分な質問に

なったかと思いますけれども、ご容赦くださ

い。

次の質問です。町内の公共交通の運賃は、

町営バス１００円、共助交通１００円、観光

タクシーデマンド便２．９km まで３００円、

３キロから９．９km まで４００円、１０km

以上５００円であり、運賃に相違があります。

町営大型バスの２路線沿線の方はバス利用と

デマンド便利用とでは相違がありますが、い

ずれか選択できます。一方、三倉、屋堂羅、

諸鹿谷はデマンド便の利用しかできません。

この運賃の相違の現状についての所見を伺い

ます。

議長（山根政彦）

答弁を求めます。上川町長。

町長（上川元張）

重ねてのご質問にお答えいたします。路線

バスやデマンド便の町内公共交通は運賃に差

があるが、集落により路線バスとデマンド便

が選択できる。一方で三倉、屋堂羅、諸鹿谷

ではデマンド便の利用しかできないと。この

運賃の相違の現状についての所見を伺うとい

うことでございます。

住んでいる地域によって利用できる公共交

通の選択肢に違いがあってその結果、運賃に

相違が生じることについてどう考えるかとい

うことだと思いますけれども、全ての集落に

複数の公共交通の選択肢を用意するというの

はなかなか現実難しいのではないかというふ

うに考えております。

要は利便性が高く、持続可能性があり、か

つ公平性のある、そういう公共交通体系なり、

料金体系をどう講じていくかということでは

ないかと思っております。

これらのことにつきましてはその公共交通

計画の中で検討したいと考えておるわけです

けれども、その際、町民の利便性、これをど

う高めていくかということ、それから町民だ

けではなくて公共交通を使って若桜に来られ

た観光客の方の２次交通ですね、それをどう

配慮していくかということも１つ必要な視点

としてこれから出てくると思います。それか

ら町の財政負担への配慮ということも出てき

ますし、また、先ほど議員が言われたような、

公平な料金体系ということですね、これも当

然考えていかなきゃいけないと思っておりま

す。

特にデマンド便のように料金体系、距離に

よって変えておりますけれども、どうしても

運送コストが距離に応じて違いますので、そ

こをどう考えていくかということが出てまい

りますし、また、コミュニティタクシー、共

助交通を導入して集落で運営されているとこ

ろは１００円ということで、自助努力によっ

てその安い運賃を実現されている集落もある

というところで、そこの努力も料金体系の中

で考慮しないといけない。そういった色んな

変数をうまい具合に最適解に導いていくとい

いますか、そういったことを今後、公共交通

の計画の策定の中で議論していきたいと考え

ておるところでございます。

議長（山根政彦）

中尾理明議員。

議員（中尾理明）

現状の町長のお考えをお聞きしました。い

い方向に向かうことを望みながら、そこでち

ょっと追加で質問をしたいんですけれども、



１０月２１日の諸鹿集落の議員座談会で、諸

鹿集落が利用しているデマンド便は若桜まで

４００円だが、他集落が利用しているバスや

共助交通は１００円である、この差について

は改善してほしい。諸鹿、来見野、赤松地区

の自治会長が話合いされ決定された経緯は聞

いているが、なぜ若桜町営バスの旧諸鹿線だ

けが高いのか分からない。また、買物や通院

で同じ便に乗って帰る時には、待ち時間１５

分につき１００円が加算される、不公平感が

あるとの意見が出ました。諸鹿谷の集落の協

議の結果だとされていますが、座談会でこの

ような意見が参加者こぞって出されたことを

見て見ぬふりはできません。このことへの町

長の所見を伺います。

議長（山根政彦）

答弁を求めます。上川町長。

町長（上川元張）

諸鹿集落につきましては、定時便を、最初

答弁で申しましたけれども、スクール便を切

り離したために定時便の方の乗車密度が１を

下回るような、そんな利用が激減したという

ことで、赤松谷と言いますか、諸鹿谷の自治

会の皆さんとも説明会を重ねながら廃止をす

るというふうなことでご了解をいただいたと。

ただ、１年間は経過措置ということで、経過

措置としてデマンド便を１００円で運行した

ということがございますけれども、今時点で

は４００円ということで、諸鹿からはなって

おるという、そういう経緯がございます。

それで他集落、コミュニティタクシーは先

ほど言いましたように、集落の自助努力でや

っていただいておるので１００円という格好

になっておりますけれども、例えば諸鹿谷で

コミュニティタクシーを運行していただけれ

ば、そういったことも可能にはなるという状

況にはございます。

それと併せて、デマンド便しか今利用の手

段がないということで、料金が高いというご

指摘でございますし、また、待ち時間に１０

０円加算とかということで、買物なんかで余

計お金がかかってくるというようなお話もあ

りますので、今後、答弁でも申し上げました

ように、デマンド便の料金体系も、定期のよ

うな定額制を導入するということも含めて、

今年度策定する公共交通計画の中で検討して

いきたいと考えておりますので、また、議会

ともしっかりと議論をしてまいりたいと思っ

ております。

議長（山根政彦）

中尾理明議員。

議員（中尾理明）

諸鹿谷の運行については一昨年６月の定例

会で町長とやり取りした経緯があります。そ

れで、最後のところで、町長が来年度以降、

定期便を完全になくしてその分デマンドのほ

うに移行するかどうかという時点では地元と

相談をさせていただきたいということなんで

すけれども、さて、地元というのはどこでし

ょうかということなんですけれども、各集落、

今出ている諸鹿集落についての説明はその時

点でやられましたか。

議長（山根政彦）

答弁を求めます。上川町長。

町長（上川元張）

はい。何回か谷で、自治会長さんとかに集

まっていただいて議論、説明会なりしている

ようでございますけれども、その辺りどこで

開いたかとか、その辺りについては担当課長

の方から答弁をさせていただきます。

企画政策課長（谷本剛）

その当時の説明会でございますが、内町公

民館に各自治会長さん等にお集まりいただき



まして協議を重ねたところでございます。

議長（山根政彦）

中尾理明議員。

議員（中尾理明）

改めての質問になると思うんですけれども、

谷の自治会長が集まっての話し合いはされた

かもしれませんけれども、やっぱり私は町長

の言葉の言葉尻を捕らえるかもしれませんけ

れどもスタートにあたってはやっぱり各集落、

説明が必要だと思うんですけれども、それは

なされていませんよね。

議長（山根政彦）

答弁を求めます。上川町長。

町長（上川元張）

はい。内町の公民館ということで、そこに

集まっていただいて何回か開いたということ

で、当然自治会長さんですので、そこでの議

論は持ち帰って集落で意見を集約してきてい

ただいているという前提で進めておりますの

で、町としては全体としての、谷としての了

解をいただいたということで進めたものでご

ざいます。

議長（山根政彦）

中尾理明議員。

議員（中尾理明）

諸鹿谷と言ってもやっぱり入り口の集落か

ら奥の集落まであるということで、諸鹿、来

見野の辺では苦労されているんじゃないかな

というふうにも思います。したがって、次期

の公共交通計画で検討されるということなん

ですけれども、計画だけがオンリーじゃない

と思うんでね、そこを踏まえれば低価格で乗

れるということが一番ベストなわけですので、

そのことも思いながらちょっと最後、町長に

は答弁がしにくいかも分からんですけれども、

計画ができるまでの間ですね、やっぱりもう

一度、来見野なり諸鹿の集落での現時点での

町の考え方を示しながら、せめて計画ができ

るまで、前は町営バスの１路線だったわけで

すから、諸鹿１００円という決断をしていた

だけたらありがたいです。

議長（山根政彦）

答弁を求めます。上川町長。

町長（上川元張）

はい。先ほど来、座談会での地元の皆さん

の声ということで、議員の方からそういう話

が出ているということをお聞きしましたので、

そこも含めて公共交通計画策定の中でしっか

り議論していきたいと思っております。

議長（山根政彦）

中尾理明議員。

議員（中尾理明）

町長も単独での回答はなかなか難しいと思

いますので、そういう私の考えなり、諸鹿集

落での議員座談会の言葉を改めて受け止めて

いただいて、前向きにやっていただきたいと

いうことを望み、以上で１番目の質問を終わ

ります。

２番目の質問は、ＰＦＡＳ町内簡水調査と

関連事項についてであります。その１つ、常

任委員会で地域整備課長より町内全域の簡易

水道の水質検査を行い、ＰＦＡＳ、有機フッ

素化合物の含有量を調査すると説明を受けて

います。若桜町で検出された場所はあるのか

伺います。

議長（山根政彦）

答弁を求めます。上川町長。

町長（上川元張）



若桜簡水事業における水道施設からＰＦＡ

Ｓが検出された箇所はあるか、とのご質問で

ございます。ＰＦＡＳ（ピーファス）とは、

ペルフルオロアルキル化合物及びポリフルオ

ロアルキル化合物を総称した呼び名で、１万

種類以上の物質があるとされています。

中でもＰＦＯＳ（ピーフォス）とＰＦＯＡ

（ピーフォア）は代表的なもので、ＰＦＯＳ

は半導体用反射防止剤、金属メッキ処理剤、

泡消火薬剤に、ＰＦＯＡは、フッ素ポリマー

加工助剤、界面活性剤など幅広い用途で使用

されていました。

このＰＦＯＳとＰＦＯＡが及ぼす人の健康

への影響につきましては、コレストロール値

の上昇、発がん、免疫系等との関連が報告さ

れていますが、その量がどの程度身体に入る

と影響があるのかについては十分な知見がご

ざいません。

この度本町が行った水質調査は、県外の水

道事業者において高濃度のＰＦＯＳ及びＰＦ

ＯＡの検出が判明したことを受けて実施した

ものです。環境省が所管する「水質基準逐次

改正検討会」において水道水質に関する目標

値の検討を進めるうえで、水道施設における

ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡの検出状況等を把握す

るために同省より検査の協力を求められたも

のでございます。

本町では、９月２４日と１０月８日の２日

にわたって若桜簡易水道事業における取水施

設１３箇所の原水を検査しました。検査結果

は、全ての施設においてＰＦＯＳ及びＰＦＯ

Ａの合計値が暫定目標値である５０ｎｇ／ℓ

未満であり、検出されておりません。

議長（山根政彦）

中尾理明議員。

議員（中尾理明）

はい。このＰＦＡＳについては、連日マス

コミで報道されて、皆さんもよくお分かりだ

というふうに思います。それで、何日かちょ

っと忘れましたけれども、報道で、この環境

省、国交省ですかね、の調査に全部の自治体

が応じてないっていうことが、自治体ってい

いますか、水道局っていうんですか、分かり、

何ということだろうなというふうに思ったん

ですけど、若桜は実施されたということで非

常によかったというふうに思います。評価し

たいと思います。

次の質問です。次の質問にあたって、訂正

をさせていただきたいと思います。質問通告

の文の中に、数字と文言に間違いがある個所

があります。併せて表現が不正確な部分につ

いての補足の説明をさせていただきたいと思

います。

まず訂正ですが、文中１、２行目、基準５

ｎｇ／Ｌは、町長の説明であったように、目

標値５０ｎｇ／Ｌであります。なお、ｎ（ナ

ノ）とは１０億分の１です。また、３行目に

町の産廃置き場近くの浄水場の水からとして

いますが、これは不正確です。ここの部分に

ついてですが、以下のように補足説明をさせ

ていただきます。汚染源の場所は、町の財産

区を借り受けたＭ工業という株式会社の敷地

内にあると推定されています。Ｍ工業は化学

物質を含んだ活性炭を加工し、再び化学物質

を吸着できるようにした活性炭に再生する事

業をしてきましたが、ＰＦＡＳを含む活性炭

を１５年間放置し、保管袋の綻びから漏れた

ものが土壌と川を伝い、貯水源であるＫダム

に流れたのが原因とされています。

吉備中央町は昨年１０月１６日から３１日

までＫダム周辺の川やダムの２２地点の水質

検査を実施しています。それによると、国目

標値の５０ｎｇ／Ｌを超え、検出されたのが

１２地点で、その１地点では６２，０００ｎ

ｇ／Ｌ検出されたと報告書にあります。その

地点は、国目標値の１，２４０倍という高い

値であったことが分かります。

最後に、戻りますけれども、現在、国は地



方自治体に対してどのような考えのもとに指

導されているでしょうか、伺います。

議長（山根政彦）

答弁を求めます。上川町長。

町長（上川元張）

重ねてのご質問にお答えいたします。隣県

で国基準の１２４０倍を超えるＰＦＡＳの含

有量が報告されているが、国は地方自治体に

対してどのような考えのもと、指導がされて

いるのか、とのご質問ですが、先ほどの答弁

でも述べましたとおり、ＰＦＡＳの人の健康

への影響に鑑みて、予防的な考え方に立ち、

国際的な条約「残留性有機汚染物質に関する

ストックホルム条約」に基づき、ＰＦＯＳは

２００９年に、ＰＦＯＡは２０１９年に廃絶

等の対象とすることが決められました。

日本におきましても国内担保措置として

「化学物質の審査及び製造等の規制に関する

法律」に基づき、ＰＦＯＳは２０１０年に、

ＰＦＯＡは２０２１年に製造・輸入等を原則

禁止しています。

こうした動きを受け、厚生労働省では、水

道水について、２０２０年に水質管理目標設

定項目に位置付け、暫定目標値としてＰＦＯ

ＳとＰＦＯＡの合計値で５０ｎｇ／Ｌと定め

ています。

こうした中、令和５年１０月１６日に県外の

水道事業者において高濃度の検出が判明した

ことを受け、翌日、令和５年１０月１７日付

の厚生労働省からの事務連絡によって、全国

の水道事業者への注意喚起とＰＦＯＳ 及び

ＰＦＯＡの水質検査の勧奨及び実施検討の意

向調査が行われました。

その後、食品安全委員会においてＰＦＡＳ

に関する食品健康影響調査書が取りまとめら

れたことを踏まえて、令和６年５月２９日付

の国土交通省からの事務連絡、厚生労働省か

ら、今年度４月から水道事業の所管が国土交

通省に変わりましたので、今度は国交省から

の通知ということになりますけれども、そこ

からの事務連絡によりまして、水質検査への

協力依頼が正式にございましたので、本町に

おいては、９月補正予算により検査費用をお

認めいただいて、先程の答弁でも述べました

とおり水質検査を実施したところでございま

す。

現在、全国の調査結果を踏まえ、「水質基準

逐次改正検討委員会」において、暫定目標値

の取扱いについて、これを水質基準に格上げ

して定期的な検査を義務付けるかどうか検討

がされているところであります。

なお、全国の調査結果につきましては、１

１月２９日に国土交通省と環境省により報道

発表が行い、ホームページにて公表されてお

ります。

その概要を申しますと、令和２年度から６

年度までに２,２２７の水道事業が検査を実

施、その結果、暫定目標値を超過した事業は、

令和２年度は１１事業ありましたが、令和５

年度が３事業、令和６年度は９月３０日時点

で０事業となっています。

令和５年度までのいずれかで暫定目標値を

超過した全１４事業において、最新の検査結

果では、すべて暫定目標値を下回っていると

いう状況でございます。

議長（山根政彦）

中尾理明議員。

議員（中尾理明）

はい。よく分かりました。ちょっと蛇足に

なりますけれども、日本の暫定目標値は５０

ｎｇ／Ｌですが、アメリカは２つの物質、各

５ｎｇ／Ｌ、ドイツは２物質含む４種のＰＦ

ＡＳ合計で２ｎｇ／Ｌであり、両国に比べあ

まりにも目標値が低いと批判されています。

今、町長おっしゃられたように、基準目標値



引上げというのか、引下げというのかちょっ

と分かりませんが、厳しく目標値を設定する

よう検討されているというふうに聞いており

ます。

自然界ではほとんど分解されずに生物に蓄

積するおそれがあります。沖縄県の米軍基地

の消火施設からの流出、首都圏の基地や各地

の工場周辺でも検出されています。昨年 12

月の調査で米軍の東広島弾薬庫付近の水域で

ＰＦＡＳが検出されましたが、その後米軍が

９月、泡消火剤を使う訓練を行っていたこと

が分かりました。東広島市当局は弾薬庫から

流れ出る水が汚染原因となり得る蓋然性が高

いと公表しています。弾薬庫近くに住む住民

の中には、地下水の汚染でこれまで使用して

いた井戸が使えなくなり、上水道に接続工事

を余儀なくされた人もあり、大きな問題とな

っています。

１１月３０日付の朝日新聞は、ＰＦＡＳ汚

染源大半不明と報じましたが、農水省が推進

している下水汚泥を利用した肥料からも高濃

度のＰＦＡＳが検出されたことも伝えられて

います。今後とも若桜町内でＰＦＡＳによる

飲み水などへの汚染がないよう注視していた

だきたいことを望み、質問を終わります。

議長（山根政彦）

これで一般質問を終結します。

以上で、本日の日程は全部終了しました。

本日はこれにて散会します。

   午前１１時２８分  散 会


